
※
会
社
に
勤
め
て
い
る
方
な
ど

が
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
で

も
、
三
歳
未
満
の
乳
幼
児
や
七

十
歳
以
上
の
負
担
割
合
の
変
更

な
ど
、
同
様
の
改
正
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
加
入

し
て
い
る
健
康
保
険
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

老
人
保
健
制
度
が
変
わ
り
ま
し
た

平
成
１５
年
４
月
か
ら

こ
こ
も
変
わ
り
ま
す

○
外
来
の
薬
剤
に
か
か
る
一
部
負

担
の
廃
止

外
来
（
在
宅
医
療
を
含
む
）
で

薬
を
も
ら
っ
た
と
き
に
支
払
っ
て

い
る
定
額
の
別
途
負
担
を
廃
止
し

ま
す
。

○
退
職
被
保
険
者
の
自
己
負
担
の

改
正被

用
者
保
険
に
お
け
る
自
己
負

担
の
見
直
し
に
合
わ
せ
、
退
職
被

保
険
者
（
被
扶
養
者
を
含
む
）
の

自
己
負
担
の
割
合
が
三
割
と
な
り

ま
す
。

老
人
保
健
制
度
の
一
部
負
担
金
が

変
わ
り
ま
す

自
己
負
担
額
は
医
療
費
の
一
割

で
す
。
た
だ
し
、
一
定
以
上
の
所

得
者
は
二
割
を
負
担
す
る
こ
と
に

な
り
、
所
得
に
よ
っ
て
自
己
負
担

が
変
わ
り
ま
す
（
自
己
負
担
割
合

を
示
し
た
新
し
い
受
給
者
証
を
交

付
し
ま
す
）。
老
人
保
健
法
の
医

療
を
受
け
る
と
き
は
、
健
康
手
帳

（
受
給
者
証
添
付
の
も
の
）
と
医

療
保
険
の
保
険
証
を
医
療
機
関
の

窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

自
己
負
担
は
所
得
区
分
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
自

己
負
担
額
は
、
下
記
の
通
り
で
す
。

○
外
来
の
場
合

受
診
の
都
度
一
割
（
ま
た
は
二

割
）
を
負
担
し
ま
す
。

同
一
月
の
自
己
負
担
額
の
合
計

額
（
歯
科
・
調
剤
・
訪
問
看
護
・

治
療
材
料
な
ど
、
入
院
以
外
の
自

己
負
担
額
を
含
む
）
が
自
己
負
担

限
度
額
を
超
え
た
場
合
は
、
超
え

た
額
が
後
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
入
院
の
場
合

一
割
（
ま
た
は
二
割
）
を
負
担

し
ま
す
が
、
同
一
の
月
に
同
一
の

医
療
機
関
に
支
払
う
自
己
負
担
額

が
、
限
度
額
に
達
し
た
場
合
は
、

そ
の
後
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
せ

ん
（
食
事
の
標
準
負
担
額
を
除

く
）。

高
額
医
療
費
の

支
給
に
つ
い
て

一
カ
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担

額
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
に
は
、

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
額
が

後
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
同
じ
世
帯
に
老
人
保
健

法
で
医
療
を
受
け
て
い
る
方
が
複

数
い
る
場
合
は
、
自
己
負
担
額
を

合
算
し
、
世
帯
の
自
己
負
担
限
度

額
を
超
え
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
札
幌
市
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
支

給
予
定
額
を
計
算
し
、
対
象
に
な

る
方
に
通
知
す
る
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。

○
通
知
は
、
通
常
、
診
療
月
の
三

カ
月
後
に
な
り
ま
す
。

○
通
知
（
申
請
書
）
を
受
け
取
っ

た
と
き
は
、
内
容
を
確
認
し
、
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
必
ず
郵
送

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
領
収
書
の
添
付
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

○
二
度
目
以
降
は
、
申
請
書
の
提

出
は
不
要
で
す
（
指
定
の
銀
行
口

座
に
振
り
込
み
ま
す
）。

道
老
・
市
老
を
受
け
て
い
る
方
に

つ
い
て

本
市
に
は
、
七
十
歳
に
達
す
る

前
の
方
に
医
療
費
を
助
成
し
て
い

る
、
道
老
と
市
老
の
制
度
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
制
度
は
、
老
人
保
健

法
の
受
給
者
の
方
と
同
様
の
負
担

で
医
療
が
受
け
ら
れ
る
制
度
で
す
。

そ
の
た
め
、
今
回
の
老
人
保
健
法

の
改
正
で
、
道
老
・
市
老
の
助
成

内
容
も
、
老
人
保
健
法
の
助
成
内

容
と
同
様
に
変
更
に
な
り
ま
し
た

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

食事の

標準負担額

（１日）

７８０円

６５０円

（５００円）

３００円

自己負担限度額

世帯および

個人の入院

７２，３００円

※＋１％

（※４０，２００円）

４０，２００円

２４，６００円

１５，０００円

外 来

（個人ごと）

４０，２００円

１２，０００円

８，０００円

一定以上の

所得がある方

一 般

Ⅱ

Ⅰ

低所得者
�
�
�
�
�

市民税��
�
�
�

非課税

世帯等

※医療費が３６１，５００円を超えた場合、超えた額の１％
を加算
※（ ）内は、過去１２ヵ月間に４回以上高額医療費の
支給があった場合、４回目以降の限度額

新たな老人保健制度の自己負担額

●一定以上所得者
現役世代の平均的な収入以上の所得がある世帯
の方
・７０歳以上の方および老人保健法受給者に課税所
得１２４万円以上の方が存在する場合
※ただし、次の場合は１割負担となります（申請
が必要）。
・上記の方が２人以上の場合はその方の収入の合
計額が６３７万円未満
・上記の方が１人の場合はその方の収入が４５０万
円未満
●低所得者Ⅱ（区分Ⅱ）
世帯主および世帯員全員が市民税非課税である
場合
●低所得者Ⅰ（区分Ⅰ）
世帯主および世帯員全員が市民税非課税であっ
て、それぞれの所得が一定基準以下の場合
【年収例】
単身世帯の場合（年金のみ） 約６５万円以下
夫婦２人世帯（年金のみ）それぞれ約６５万円以下
●一般
上記以外の方

お
問
い
合
わ
せ
先

国
保
に
つ
い
て
は
区
役
所
（
１８

�
）
の
保
険
年
金
課
、
老
人
保
健

制
度
に
つ
い
て
は
区
役
所
の
保
健

福
祉
サ
ー
ビ
ス
課
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